
NO. ご意見（原文のまま） ご意見に対する市の考え方

1 　五艘庭球場を利用させていただいている者です。
標記の件、五艘庭球場と石坂庭球場についてです
が、
①．両庭球場は場所が近い。
②．利用者数は五艘庭球場の方が多いこと。
③．五艘庭球場に管理人の方が常駐していること。
などから、再編に当たっての意見として、石坂庭球
場を廃止し五艘庭球場を存続させていただくよう要
望いたします。

　五艘庭球場、石坂庭球場につきましては、非常に近くに
立地していることから、集約化を行うこととしております。
　どちらの施設に集約化を行うかについては、まずは、施
設の立地する地元の皆様のご意見を伺い、その後、利用
状況や現在の施設の状態、廃止後の跡地活用の可能性
等を勘案して決定することとしております。
　また、合わせて、引き続き維持する施設については、安
全に利用ができるよう、必要に応じて修繕等の対応を行う
こととしております。

2 いつもテニスコートを使わさせて頂き、大変感謝して
おります。
 現在テニスコートの利用は平日夜と土日に集中し
ており、その時間帯はほとんど抽選で取れない場合
も多くあります。
 そんな中で3点要望させて頂きます。
①ナイター設備がある庭球場を増やして頂きたい。
②布瀬南公園庭球場は立地も良く、改修されれば
利用者にとっても便利ですので、ぜひ改修して存続
させて頂きたい。
 できればナイターも設置して頂けると需要が高まり
ます。
③早朝テニスできるコートがほしい。
 以上3点ご検討お願い申し上げます。

　本市では、限られた財源の中で、将来にわたって適切な
維持管理ができるよう、富山市公共施設等総合管理計画
や富山市公共施設マネジメントアクションプランなどの計画
を策定し、公共施設マネジメントに取り組んでおりますが、
富山市庭球場再編方針は、その一環として、それらの計画
と整合を図りながら、スポーツ施設の総量削減と継続して
使用する施設の適切な維持管理を行うための方針となる
ものです。
　本市としましては、庭球場について予約が集中する時間
帯等があること、夜間設備の設置や運営時間の変更等に
よってそれらが改善する可能性があることは承知しており
ますが、改修費や人件費等、大きな費用が必要となること
から、実現は困難なものと考えておりますのでご理解をお
願いいたします。
　なお、本方針において当面は維持するとした施設につい
ては、大規模な改修・修繕が必要となった場合に、その費
用や利用状況、地域バランス等を勘案して、廃止を前提と
してそのあり方を決めることとしており、布瀬南公園につい
ても、同様の方針としております。

3

富山市庭球場再編方針
パブリックコメントにおけるご意見と市の考え方

　富山市庭球場再編方針について、パブリックコメントを実施しました結果、次のとおりご意見が寄せられました
ので、それに対する考え方と併せて公表いたします。

【意見募集期間】令和５年１月３０日（月曜）から令和５年２月１７日（金曜）

【意見者数】３名

【意見数】３件

　富山市庭球場再編方針についての意見ですが、
次の通りです
 ２件ありますので、お手数をおかけいたしますが、
ご検討いただければと存じます。
 １件目
 　婦中プラザコートの全面修復について
 　コートがつぎはぎだらけで、継ぎ目の段差に足が
引っかかり、時折転倒して危険な状況です。
 　数年前にプレー中に転倒をして、右手薬指を骨折
しました。また、イレギュラーも多くボールの飛び跳
ねがまちまちで、顔面に当たりそうになり、危険な状
況です。何とか安全に使用できるよう、全面の修復
はできないものでしょうか。ご検討の程、よろしくお
願いします。
 ２件目
 　西番コート復活に関して
 　西番コートが閉鎖されている状況です。
 　自分も含めてコートの予約が不適切かもしれませ
んが、予約ができないことが多々あります。
 　西番コートが復活されれば、多少は緩和され、予
約もでき、コート使用の機会が増えると思います。
コート修理、整備、管理の必要もあると思いますが、
是非、西番コートの早期復活をお願いいたします。
　以上、意見及び苦情的なことになってしまいました
が、ご検討をいただければと存じます。よろしくお願
いいたします。

　富山市庭球場再編方針では、市有庭球場を、その規模
や設備によってグループに分けて再編を行うこととしており
ます。
　婦中スポーツプラザテニスコートは、該当するグループで
ある「当面は維持していく施設」の再編方針に基づき、まず
は現状を確認のうえ、修繕に必要な費用を積算し、大きな
費用が必要となる場合には、その費用や利用状況、地域
バランス等を勘案して、廃止を前提にそのあり方を決める
こととなりますので、検討した結果、引き続き維持すること
となった場合には、安全に利用いただけけるよう修繕を行
いたいと考えております。
　西番庭球場は、人工芝の劣化等によって利用に支障を
きたす状態となったことから、令和元年８月より休止してお
ります。呉羽庭球場、月岡庭球場も含め、現在休止中の施
設の供用を再開するためには、コート等の全面的な改修
が必要となるため、それには大きな費用が必要となること
から、現在休止中の施設については速やかに廃止するこ
ととしておりますので、ご理解をお願いいたします。


